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小牧市水道事業管理規程第３号  



小牧市水道事業指定給水装置工事事業者規程及び小牧市水道

事業給水条例施行規程の一部を改正する規程  
  

（小牧市水道事業指定給水装置工事事業者規程の一部改正） 

第１条 小牧市水道事業指定給水装置工事事業者規程（平成１０年小牧市

水道事業管理規程第１号）の一部を次のように改正する。 

第６条第１項中「様式第１。」を削る。 

第８条第３号中「第７条」を「前条」に改め、同条第６号中「第１７

条」を「第１６条」に改め、同条第７号中「第１８条」を「第１７条」

に改める。 

第１０条第４号中「第９条」を「前条」に改める。 

第１３条第１号中「第１２条第１項」を「前条第１項」に改める。 

第１４条中「（様式第２）」を削る。 

第１５条を削る。 

第１６条第１項中「（様式第４）」を削り、同条を第１５条とする。 

第１７条を第１６条とし、第１８条を第１７条とし、第４章中同条の

次に次の１条を加える。 

（準用） 

第１８条 第３条、第１１条及び第１３条から前条までの規定は、給水

条例第７条第１項ただし書の規定により非常時給水装置工事事業者が

施行する給水装置工事について準用する。 

第２０条中「は、管理者が」を「及び必要な書類の様式は、」に改め

る。 

様式第１から様式第４までを削る。 

（小牧市水道事業給水条例施行規程の一部改正）  
第２条 小牧市水道事業給水条例施行規程（平成３１年小牧市水道事業管

理規程第６号）の一部を次のように改正する。 

第４条中「指定給水装置工事事業者」の次に「及び同項ただし書に規

定する非常時給水装置工事事業者」を加える。 

附 則 

 この規程は、公布の日から施行する。 

 

 


